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日
本
側

補
充
報
告
凶

外
国
人
の
人
権
1

刑
事
法
の
観
点
か
ら

白

取

司

祐

序
ー
l
何
が
問
題
か

問
題
の
所
在
を
示
す
た
め
、

ま
ず
具
体
的
事
例
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
一
九
九
一
年
に
札
幌
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
同
年
四
月
二
六
日
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
当
番
弁
護
士
」
第
一
号
と
し
て
接
見
に
か
け
つ
け
た
二
人
の
弁
護
士
を
待
っ
て
い
た
の
は
、

彼
は
、
自
分
が
何
の
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
の
か
、
窃
盗
ら
し
い
が
寸
刑
事
の
英
語
が
ブ
ロ

l
ク
ン
で
分
か
ら
な
い
L

と
い
う
。
彼
は
英
語
で

外国人の人権

「m
z
m
岡
田
市
三
曲
者
}
、
内
『
」
と
叫
ぴ
続
け
た
が
、
無
視
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
は
勾
留
質
問
の
際
、
専
門
の
通
訳
を
一
履
い
な
が
ら
、
勾
留

質
問
の
意
義
や
勾
留
の
要
件
・
効
果
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
な
い
ま
ま
勾
留
決
定
を
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
被
疑
者
の
質
問
に

対
し
て
は
、
「
あ
と
で

(
g
g吋
)
」
と
言
っ
た
ま
ま
説
明
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
弁
護
士
は
、
国
際
人
権
法
に
定
め
る
外
国
語
使
用
原
則
が
遵
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シンポジウム

守
さ
れ
な
い
ま
ま
勾
留
決
定
が
な
さ
れ
た
と
し
て
勾
留
取
消
を
求
め
て
準
抗
告
を
し
た
。

一
九
九
一
年
五
月
一

O
日
、
札
幌
地
裁
は
、
英
語

で
の
勾
留
質
問
の
意
義
等
に
つ
き
「
説
明
す
る
こ
と
は
被
疑
者
保
護
の
た
め
に
よ
り
望
ま
し
い
」
と
し
な
が
ら
、

そ
の
説
明
を
欠
い
て
も
直

五
月
一
四
日
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
が
、

(
1
)
 

同
時
に
、
全
国
の
地
裁
刑
事
部
に
、
外
国
人
に
対
し
て
は
そ
の
理
解
で
き
る
言
語
で
勾
留
質
問
の
説
明
を
尽
く
す
よ
う
通
達
を
だ
し
た
。

こ
の
事
件
を
簡
単
に
総
括
す
る
と
、
ま
ず
、
①
逮
捕
段
階
で
な
さ
れ
る
べ
き
被
疑
事
実
お
よ
び
権
利
告
知
が
、
十
分
行
わ
れ
な
か
っ
た
、

②
勾
留
と
い
う
裁
判
官
が
関
与
す
る
段
階
で
も
、
十
分
勾
留
の
意
義
等
の
説
明
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
③
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
の
違

ち
に
手
続
は
違
法
に
な
ら
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
。
弁
護
人
の
特
別
抗
告
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、

法
を
正
面
か
ら
認
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
通
達
と
い
う
か
た
ち
で
、

刑
事
手
続
に
、

一
定
の
配
慮
は
示
し
た
。

日
本
語
を
解
さ
な
い
外
国
人
が
関
わ
っ
た
と
き
ど
う
す
べ
き
か
の
問
題
は
、
今
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
本
題
に
入

る
前
に
、
問
題
の
背
景
に
日
を
向
け
て
み
よ
う
。

問
題
の
背
景

(A) 

外
国
人
犯
罪
の
増
加

平
成
六
年
版
『
犯
罪
白
書
』
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
三
年
の
来
日
外
国
人
(
日
本
に
い
る
外
国
人
の
う
ち
、

い
わ
ゆ
る
定
着
居
住
者
、
在
日

米
軍
関
係
者
お
よ
び
在
留
資
格
不
明
の
者
以
外
の
者
を
い
う
)

の
刑
法
犯
の
検
挙
人
員

交
通
関
係
業
過
を
除
く
)

は
、
七
、
二
七
六
人
で
、

刑
法
犯
検
挙
人
員
総
数
の
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ
の
数
値
は
、
最
近
一

0
年
間
で
五
・
六
倍
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
結

果
、
刑
法
犯
検
挙
人
員
総
数
に
占
め
る
外
国
人
の
比
率
も
、

一
九
八

O
年
の
二
・
五
%
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、

一
九
九
三
年
に
は
四
・
一
パ

1
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(
2
)
 

セ
ン
ト
と
上
昇
し
て
い
る
。

次
に
罪
名
別
特
徴
で
あ
る
が
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
罪
名
は
、
最
近
の
ど
の
年
次
に
お
い
て
も
窃
盗
が
首
位
を
占
め
、
次
い
で
占
有
離
脱

物
横
領
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
の
罪
名
別
構
成
比
を
み
る
と
、
窃
盗
が
五
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
占
有
離
脱
物
横
領
が
三

0
・
五
パ

l

セ
ン
ト
で
、
こ
の
ふ
た
つ
で
来
日
外
国
人
の
刑
法
犯
検
挙
人
員
総
数
の
九
割
近
く
を
占
め
る
。
な
お
、
来
日
外
国
人
の
特
別
法
犯
の
送
致
人

員
を
み
る
と
、
入
管
法
違
反
が
全
体
の
六
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
首
位
、
以
下
順
に
、
売
春
防
止
法
違
反
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
覚
せ
い
剤

取
締
法
違
反
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
麻
取
締
法
違
反
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
国
籍
別
で
い
う
と
、
刑
法
犯
で
は
、
中
国
、

韓
国
、
朝
鮮
、
イ
ラ
ン
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

マ
レ
イ
シ
ア
等
が
、
特
別
法
犯
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、

タ
イ
、
中
国
、
韓
国
・
朝
鮮
、

マ
レ
イ
シ

ア
等
が
多
い
。

最
後
に
、
検
察
庁
の
来
日
外
国
人
被
疑
事
件
の
終
局
処
理
状
況
だ
が
、
起
訴
率
五
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
起
訴
猶
予
率
四
三
・
三
パ

l
セ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
検
察
庁
で
処
理
さ
れ
た
全
事
件
に
比
べ
、
起
訴
率
が
低
く
、
起
訴
猶
予
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
起
訴
後
、

五
二
一
人
で
あ
り
、
こ
こ
一

O
年
で
一
一
・

O
倍
に
な
っ
た
。

通
訳
人
の
つ
い
た
外
国
人
事
件
の
一
審
有
罪
人
員
は
、
三
、

以
上
が
、
統
計
に
現
れ
た
外
国
人
刑
事
事
件
の
動
向
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
来
日
外
国
人
の
激
増
に
比
例
し
て
、
全
検

挙
犯
に
占
め
る
外
国
人
の
割
合
、
絶
対
数
と
も
に
急
増
し
て
い
る
。
し
か
も
、
通
訳
人
の
つ
い
た
事
件
数
・
率
か
ら
推
測
で
き
る
と
お
り
、

来
日
外
国
人
の
被
疑
者
・
被
告
人
に
は
、

日
本
語
を
解
さ
な
い
者
が
き
わ
め
て
多
数
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

外国人の人権

lB) 

現
行
法
の
不
備
と
対
策

そ
れ
で
は
、
外
国
人
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
に
関
し
て
、
現
行
法
は
ど
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
か
。

北法46(6・317)1807
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ま
ず
、

日
本
国
憲
法
は
、

そ
の
コ
二
条
以
下
に
、
刑
事
法
上
の
人
権
規
定
を
多
数
置
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
の
い
ず
れ
も
が
、
権
利

の
主
体
を
「
何
人
も
」
と
表
し
、
「
日
本
国
民
」
に
限
定
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
現
行
憲
法
に
外
国
人
の
人

権
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
憲
法
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、

た
と
え
ば
令
状
を
外
国
人
被
疑
者
に
提
示
す
る
際
に
は
訳
文
の
添
付
が
必
要
で

あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

市
民
的
及
ぴ
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
一
四
条
三
項
川
は
、
「
無
料
で
通
訳
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
」
を
定
め
て
い
る
。
こ
の

権
利
は
、
公
判
段
階
に
お
い
て
は
、
現
行
刑
訴
法
施
行
時
よ
り
保
障
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
で
は
日
本
語
を
用
い
る
こ
と
に
な

(
裁
判
所
法
七
四
条
)
、
「
国
語
に
通
じ
な
い
者
に
陳
述
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
通
訳
人
に
通
訳
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
刑
訴
法
一
七
五
条
)
と
あ
る
の
で
、
外
国
人
が
被
告
人
と
な
る
刑
事
事
件
で
は
通
訳
が
付
さ
れ
る
。
被
告
人
が
外
国
人
で
も
、
証
人
が
日
(
3
)
 

本
語
で
証
言
す
る
場
合
に
は
刑
訴
法
上
は
必
ず
し
も
通
訳
を
つ
け
な
く
て
も
よ
い
よ
う
だ
が
、
実
務
上
は
必
ず
通
訳
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
。

っ
て
い
る
が

刑
事
訴
訟
法
上
は
、
右
の
規
定
の
他
に
、
翻
訳
に
関
す
る
一
七
七
条
、
捜
査
官
の
通
訳
の
嘱
託
に
関
す
る
一
一
二
三
条
一
項
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
、
現
行
法
は
、
公
判
段
階
に
お
け
る
通
訳
に
関
し
て
は
明
文
を
置
き
、
実
務
上
も
通
訳
を
受
け
る
権
利
は
守
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
捜
査
段
階
、
公
訴
提
起
の
場
面
に
お
け
る
外
国
人
の
権
利
保
障
に
つ
い
て
の
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。

立
法
な
い
し
制
度
上
の
整
備
が
将
来
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
言
を
待
た
な
い
が
、
現
実
の
多
数
の
外
国
人
被
疑
者
・
被
告
人
を
前
に
、

あ
た
り
、
何
ら
か
の
手
を
打
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
法
務
省
・
検
察
庁
で
は
、
全
国
版
の
通
訳
人
名
簿
の
作
成
・
配
布
、

通
訳
人
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
各
国
語
の
「
法
廷
用
語
対
訳
集
」
の
配
布
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
裁
判
所
サ
イ
ド
で
も
、
高
裁
単
位
の
通
訳
人
名
簿

の
作
成
・
備
付
け
、
「
法
廷
通
訳
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
作
成
・
配
布
を
行
っ
た
。
各
地
の
単
位
弁
護
士
会
で
は
、
地
域
の
通
訳
人
協
会
の
設
立
、

外
国
人
被
疑
者
・
家
族
に
日
本
の
刑
事
手
続
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
を
行
う
ほ
か
、
全
国
レ
ベ
ル
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

北法46(6・318)1808
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の
作
成
、
外
国
人
弁
護
を
テ

1
マ
と
す
る
経
験
交
流
会
の
開
催
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

以
上
が
、
現
行
法
の
不
備
と
、

そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
実
務
法
曹
の
対
応
の
概
略
で
あ
る
。
次
に
、

刑
事
手
続
の
流
れ
に
沿
っ
て
、

外
国
人
の
人
権
の
現
状
と
問
題
点
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

権
利
保
障
実
現
の
た
め
に

(A) 

捜
査
段
階

捜
査
の
場
面
で
最
も
「
人
権
」
が
問
題
に
な
る
の
は
、
被
疑
者
が
外
国
人
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
取
調
べ
で
あ
ろ
う
。
外
国
人
の
場

合
に
は
、
取
調
べ
一
般
の
問
題
に
加
え
、
黙
秘
権
・
弁
護
権
等
の
権
利
告
知
が
通
訳
を
介
し
て
適
正
に
行
わ
れ
た
か
、
と
い
う
別
の
問
題
が

生
じ
る
。
近
年
、
こ
の
点
が
争
わ
れ
た
事
例
・
判
例
が
い
く
つ
か
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

(
4
)
 

キ
ス
タ
ン
人
現
住
建
造
物
放
火
事
件
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
事
件
の
被
告
人
は
、
ウ
ル
ド
ウ
語
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
ウ
ル
ド
ウ
語
の
通

一
九
九

O
年
に
無
罪
判
決
の
あ
っ
た
パ

訳
を
介
し
て
取
調
べ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
通
訳
人
は
黙
秘
権
を
知
ら
な
か
っ
た
等
法
律
的
素
養
に
欠
け
る
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
被

疑
者
に
対
す
る
黙
秘
権
、
弁
護
人
選
任
権
等
の
告
知
が
不
十
分
で
あ
っ
た
ほ
か
、
自
白
さ
せ
よ
う
と
同
国
人
の
被
害
者
を
被
疑
者
と
面
談
さ

せ
て
圧
力
を
か
け
た
こ
と
、
別
件
の
不
法
残
留
の
罪
で
逮
捕
し
て
取
調
べ
中
の
自
白
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
浦
和
地
裁
は
、
こ
の

外国人の人権

よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
自
白
の
証
拠
能
力
、
信
用
性
を
否
定
し
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

こ
の
判
決
で
注
目
す
べ
き
は
、
通
訳
人
を
付
す
に
あ
た
っ
て
の
一
般
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

本
件
の
よ
う
な
能
力
・
素
養
の
な
い
通
訳
人
に
つ
い
て
は
、
捜
査
官
が
通
訳
人
に
そ
の
責
務
を
自
覚
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
少
な
く
と
も
供

北法46(6・319)1809 
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述
調
書
の
読
み
聞
け
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
録
音
テ

i
プ
に
収
め
る
な
ど
し
て
、
後
日
の
紛
争
に
備
え
る
く
ら
い
の
対
策
が
要
求
さ

れ
」
る
し
、

一
般
に
、
外
国
人
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
に
お
い
て
は
、
「
最
小
限
度
、
供
述
調
書
の
読
み
聞
け
と
署
名
・
指
印
に
関
す
る

応
答
及
ぴ
取
調
べ
の
冒
頭
に
お
け
る
権
利
告
知
の
各
状
況
に
つ
い
て
は
」
確
実
に
録
音
テ

1
プ
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
、

シ」。(5) 

他
に
も
、
通
訳
人
の
通
訳
の
正
確
性
や
公
平
さ
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
た
一
九
九
一
年
の
大
阪
高
裁
判
例
、

ペ
ル
、
ン
ヤ

語
を
母
国
語
と
す
る
被
害
者
の
取
調
べ
を
英
語
の
通
訳
人
を
介
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
の
違
法
性
が
争
わ
れ

(
6
)
 

一
九
九
二
年
の
東
京
高
裁
判
例
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
取
調
べ
が
密
室
で
行
わ
れ
、
弁
護
人
の
立
会
い
も
認
め
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
、
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
捜
査
実
務
の
問
題
点
が
背
景
に
あ
る
。
取
調
べ
に
お
け
る
弁
護
人
の
立
会
い
が
無
理
な
ら
、
浦

せ
め
て
テ

l
プ
録
音
を
し
て
手
続
の
適
正
さ
を
担
保
す
る
方
途
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
結
果
的
に
は
適
法
と
さ
れ
)

和
地
裁
の
い
う
よ
う
に
、

捜
査
段
階
で
外
国
人
の
人
権
が
問
題
に
な
る
他
の
場
面
は
、
弁
護
人
と
の
接
見
交
通
で
あ
る
。

一
般
に
、
弁
護
人
が
被
疑
者
の
母
国
語
を

解
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
通
訳
人
を
同
行
す
る
。
こ
こ
か
ら
、

日
本
人
の
場
合
と
は
異
な
る
問
題
が
生
じ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
地
方
に
よ
っ
て
は
通
訳
人
の
身
分
の
確
認
が
厳
し
く
、
接
見
に
支
障
を
来
す
、
②
通
訳
の
時
間
が
か
か
る
た
め
、
接
見
時
間
も

通
常
の
倍
以
上
か
か
る
、
③
そ
も
そ
も
通
訳
人
を
探
し
て
速
や
か
に
接
見
に
赴
く
こ
と
が
、
特
に
少
数
言
語
の
場
合
、
困
難
な
こ
と
が
少
な

く
な
い
、
等
で
あ
る
。

異
郷
の
地
で
逮
捕
、
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
の
不
安
を
除
去
し
、
自
白
強
要
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
右
の
よ
う
な
困
難
は
あ
る
も
の

(
7
)
 

の
、
早
期
か
つ
適
切
な
接
見
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(B) 

公
判
・
裁
判
・
執
行

北法46(6・320)1810
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検
察
官
に
よ
り
公
訴
提
起
が
な
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
は
遅
滞
な
く
起
訴
状
の
謄
本
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
刑
訴
法
二

七
一
条
一
項
)
。
こ
れ
は
、
適
正
手
続
の
一
内
容
と
し
て
被
告
人
に
「
告
知
と
聴
問
」
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
、
速
や
か
に
防
御
の
準
備

を
開
始
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
、
二
カ
月
以
内
に
謄
本
が
被
告
人
に
送
達
さ
れ
な
い
と
き
は
公
訴
提
起
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の

効
力
を
失
う
(
同
条
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
法
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
外
国
人
に
対
す
る
起
訴
状
謄
本
の
送
達
に
際
し
て
、
翻
訳
文
の
添
付

が
望
ま
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
添
付
が
法
的
な
義
務
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
訳
文
添
付
を
命
じ
る
法
の
明
文
が
な

く
、
実
務
上
も
、
起
訴
状
受
理
後
謄
本
送
達
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
の
聞
に
、
す
べ
て
の
言
語
に
つ
き
正
確
な
訳
文
を
付
す
こ
と
が
極
め
て

一
九
九
一
年
の
東
京
高
裁
は
、
訳
文
が
添
付
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
公
判
手
続
全
体
を
通
し
て
訴
追
事
実
を
告

(
8
)
 

げ
ら
れ
防
御
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
「
憲
法
三
一
条
に
は
違
反
し
て
い
な
い
」
と
す
る
。
た
だ
、
実
務
に
お
い
て
、
右
判
決
を
契
機

一
部
の
言
語
に
つ
き
、
起
訴
状
謄
本
、
弁
護
人
選
任
に
関
す
る
通
知
お
よ
び
照
会
書
を
送
達
す
る
際
に
、
被
告
人
が
起
訴
さ
れ
た

困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

と
し
て
、

と
い
う
事
実
の
ほ
か
に
、
弁
護
人
選
任
手
続
お
よ
び
公
判
手
続
の
概
略
に
つ
い
て
、
当
該
被
告
人
に
理
解
で
き
る
一
言
語
で
分
か
り
ゃ
す
く
説

(
9
)
 

明
し
た
文
書
を
併
せ
て
送
付
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
に
公
判
段
階
だ
が
、
こ
こ
で
の
通
訳
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
刑
訴
法
一
七
五
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
捜
査
段
階

(
叩
)

に
つ
い
た
通
訳
人
が
公
判
廷
で
も
法
廷
通
訳
人
と
し
て
選
任
さ
れ
う
る
か
は
、
公
正
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
り
う
る
。
法
廷
通
訳
人
に
つ
い

て
、
よ
り
公
正
な
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
た
め
に
、

い
わ
ゆ
る
「
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ

1
」

の
採
用
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
法
廷
通

訳
者
の
通
訳
を
そ
の
場
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
弁
護
人
を
介
し
、

ま
た
は
弁
護
人
と
と
も
に
異
議
を
述
べ
る
制
度
で
、

日
本
で
は
「
日
本
国
と
ア

外国人の人権

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に

関
す
る
協
定
」
(
一
九
六

O
年
)
一
七
条
九
項
川
の
「
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
有
能
な
通
訳
を
用
い
る
権
利
」
に
も
と
づ
き
、
ア
メ
リ
カ

(
日
)

合
衆
国
の
軍
人
、
軍
属
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
般
の
外
国
人
に
も
拡
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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シンポジウム

最
後
に
、
行
刑
処
遇
上
の
問
題
点
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。
一
九
九
三
年
の
外
国
人
新
受
刑
者
は
七
三
四
人
で
あ
り
、
国
別
で
は
、
韓
国
・

(ロ)

そ
の
他
一
二
九
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
日
本
人
と
異
な
る
処
遇
を
必
要
と
す
る

朝
鮮
四
五
七
人
、
中
国
四

O
人、

ア
メ
リ
カ
一
八
人
、

外
国
人
」
と
判
定
さ
れ
た

F
級
受
刑
者
は
二
四
五
人
で
、

そ
の
大
半
は
府
中
刑
務
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
法
務
総
合
研
究
所
が
一
九
九
三

年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
F
級
受
刑
者
三
七
二
人
の
う
ち
、

日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
の
三
カ
国
語
の
す
べ
て
が

「
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」
者
が
、
日
常
会
話
で
二
四
人
、
読
書
き
で
六
一
人
い
る
と
い
う
。
信
仰
し
て
い
る
宗
教
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
三

0
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
、

イ
ス
ラ
ム
教
一
人
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
仏
教
一
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
処
遇
上
格
別
の
配

一
般
の
日
本
人
受
刑
者
の
居
室
よ
り
広
く
、
外
国
人

慮
が
な
さ
れ
、
外
国
人
被
収
容
者
の
居
室
は
ベ
ッ
ド
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、

用
に
机
、
椅
子
、
シ
ャ
ワ
ー
設
備
が
あ
る
ほ
か
、
外
国
人
の
風
俗
・
習
慣
・
宗
教
上
の
慣
行
等
を
参
酌
し
て
相
応
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

と
い
、
っ
。

訴
え
、

日
本
で
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
青
年
が
、
母
親
に
手
紙
で
「
(
日
本
の
)
拘
置
所
は
生
き
地
獄
L

と

(
日
)

イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
に
報
じ
ら
れ
た
。
拘
置
所
は
未
決
の
被
疑
者
・
被
告
人
が
収
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
無
罪
の
推
定
原
則
か
ら
い
っ

し
か
し
、

そ
れ
で
も
、

て
も
、
刑
務
所
以
上
に
人
間
的
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
た
と
え
ば
「
室
内
で
は
、

み
だ
り
に
立
っ
た
り
、
横
に
な
っ
た

り
、
寝
具
に
よ
り
か
か
っ
た
り
し
な
い
こ
と
」
「
窓
・
鉄
椅
子
に
衣
類
・
タ
オ
ル
な
ど
を
掛
け
な
い
こ
と
」
と
い
っ
た
細
か
い
規
則
が
定
め

日
本
の
拘
置
所
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

ら
れ
、
懲
罰
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
、

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
外
国
人
の
人
権
な
い
し
処
遇
の
問
題
を
通
し
て
、
実
は
、

日
本
の
刑
事
司
法
、
あ
る
い
は
行
刑
の
水
準
が

間
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
国
際
化
」
と
は
、
外
に
向
か
っ
て
体
裁
を
整
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

ほ
か
な
ら
ぬ
我
々
自
身
の
問

題
で
あ
っ
た
。
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注

(
1
)
以
上
の
経
緯
に
つ
き
、
村
岡
啓
一
寸
ケ
1
ス
・
レ
ポ
ー
ト
・
外
国
人
窃
盗
事
件
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
四
六
号
(
一
九
九
二
年
)
六
二
頁
、

札
幌
地
決
平
成
三
・
五
・
一

O
判
タ
七
六
七
号
二
八

O
頁
、
札
幌
地
判
平
成
三
・
一
一
・
二
五
判
タ
七
八
七
号
二
八
五
頁
参
照
。

(
2
)
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
『
平
成
六
年
版
犯
罪
白
書
』
二
四
O
頁
以
下
。
以
下
の
数
値
も
同
白
書
に
拠
る
。

(
3
)
喜
田
村
洋
一
「
法
廷
通
訳
」
『
法
学
教
室
』
一
七
人
口
万
二
九
九
五
年
)
二
頁
。
そ
の
理
由
は
、
被
告
人
が
手
続
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
防
御
権
を
適
切
に
行
使
で
き
な
い
し
、
適
正
な
手
続
(
憲
法
三
一
条
)
と
も
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)
浦
和
地
判
平
成
二
・
一

0
・
一
二
判
時
一
三
七
六
号
二
四
頁
。

(
5
)
大
阪
高
判
平
成
三
・
一
一
・
一
九
判
時
一
四
三
六
号
一
四
三
頁
。

(
6
)
東
京
高
判
平
成
四
・
四
・
八
判
時
一
四
三
四
号
一
四

O
頁
。
他
に
、
東
京
高
判
平
成
四
・
七
・
二

O
判
時
一
四
三
回
号
一
四

O
頁
が
あ
る
。

(
7
)
梓
津
和
幸
H

三
木
恵
美
子
「
外
国
人
事
件
の
弁
護
は
ど
の
よ
う
に
行
う
か
」
竹
浮
哲
夫
ほ
か
編
『
刑
事
弁
護
の
技
術
(
下
)
』
(
一
九
九
四
年
)

四
六
八
頁
。

(
8
)
東
京
高
判
平
成
二
・
一
一
・
二
九
高
刑
集
四
三
巻
三
号
二

O
二
頁
、
同
平
成
三
・
九
・
一
八
高
刑
集
四
四
巻
三
号
一
八
七
頁
等
。

(
9
)
藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刑
事
訴
訟
法
』
四
巻
(
一
九
九
四
年
)
三
四
二
頁
。

(
叩
)
大
阪
高
判
平
成
三
・
一
一
・
一
九
(
前
注
(

5

)

)

参
照
。

(
日
)
梓
津
和
幸
H
三
木
恵
美
子
・
前
掲
論
文
四
八

O
頁。

(
ロ
)
前
掲
・
『
平
成
六
年
版
犯
罪
白
書
』
二
七
三
頁
以
下
。
以
下
の
数
値
お
よ
び
法
務
総
合
研
究
所
の
調
査
結
果
と
も
、
同
箇
所
に
よ
る
。

(
日
)
前
田
朗
「
巧
目
、
。
。
玄
何
寸
O
』
〉
司
〉
Z
叫
」
「
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
五

O
号
(
一
九
九
二
年
)
七
O
頁。

外国人の人権
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LES DROIT DES亘TRANGERSAUJAPON
-Du point de vue du droit penal -

Yuji SHIRATORI* 

Introduction 

D'abord， pour mieux presenter la situation actuelle， il vaut mieux 

donner un exemple concret de ce qui s'est passe a Sapporo en 1991. Vn Neo-

Zelandais a ete arrete comme suspect de vol. Bien qu'il ait demande， en anglais， 

la designation d'un avocat d'office， son souhait a ete meconnu non seulement par 

les policiers mais aussi par le juge qui allait l'interroger pour decider la 

detention provisoire. Apres， son avocat a fait un recours extraordinaire a la 

Cour supreme en affirmant la violation de la Convention internationale. La Cour 

supreme a rejete le recours， mais， en meme temps， elle a envoye a tous les 

tribunaux de l'instruction que， lorsque le juge interroge un suspect etranger 

avant la detention provisoire， il est necessaire d'utiliser sa propre langue. 

Cette affaire suggere J'insuffisance et la necessite des droits des 

etrang巴rsdans le domaine penal. 

1 Questions prealables 

A) L'augmentation recente des infractions commis par des etrangers 

D'apres les statistiques， le nombre des auteurs d'infraction reconnus 

par la police est devenu de 7.276， dix fois plus qu'il y a dix ans， excepte les 

infractions routieres (l'homicide involontaire provenant d'acc地 ntroutiere ou la 

violation du Code de la route) . La plupart des auteurs sont des etra昭ers

'Professeur a la Faculte de Droit de I'Vniversite de Hokkaido 
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asiatiques qui sont venus travailler recemment et ne parlent ni japonais ni 

anglais目 Sibien qu'a l'audience， le cas ou le tribunal doit designier un interprete 

pour le prevenu a augmente onze fois plus qu'il y a dix ans. 

B) Lじ'ins凱1凶 isan肘ce1怜e匂g凶凶la抗凶tivepour des 告tra 昭ers pr 在阻s凱叩叩u山叩l口II耐I

et les m巴surespratiques 

En ce qui concerne le droit a l'assistance d'un interprete gratuit， que 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantie 

explicitement， la legislation japonaise semble relativement satisfaisante， mais 

seulement pendant l'audience. Ce qui est problematique chez nous， avant la 

poursuite， la garantie d'interpr色te n'est pas suffisante legislativement et 

pratiquement. C'est pour cela que l'autorite judiciaire a redige la liste des 

interpretes de chaque region et le manuel pour des interpretes en plusieurs 

langues et les a distribue a tous les tribunaux. 

Bien entendu， les barreaux ont fait aussi des pareils efforts 

n Comment proteger les droits des etrangers ? 

A) Pendant 1・i肝 estigation

Puisque le systeme japonais n'admet pas l'assistance d'avocat lors de 

l'interrogation des enqueteurs， comme les auteurs l'affirment， il se peut que les 

policiers violent les droits de la defense d'un suspect (par exemple， droit au 

silence) afin d'obtenir son aveu. Ql四 Idle suspect est etra時eret ne pouvant 

parler japonais， la situation sera pire sans la protection legislative. C'est pour 

sauver les prevenus etrangers mal traites que quelques decisions recentes des 

tribunaux de district ont accuse la negligence des policiers de notification des 

droits de la defense en la langue comprehensible pour ces etrangers et n・ontpas 

hesite les acquitter 

En tout etat de cause， une nouvelle legislation rapide est necessaire. 
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B) Pendant l'audience et la mesure penitentiaire 

Tout d'abord， au debut de I'audience， il faut transmettre I'acte 

d'accusation au prevenu dans les deux mois apres la poursuite. Dans ce cas.la， 

faut.il ajouter la traduction pour le suspect etranger? Evidemment， ce sera 

souhaitable. Mais， ce n'est pas juridiquement obligatoire， le Tribunal d'appel de 

Tokyo I'a dec1are en 1991. Cependant， malgre cette decision， en principe， la 

pratique a ete ameliore et la traduction (plutot une explication moins juridique 

du fait et du proces posteriet川 aete ajoute pratiquement obligatoirement a 

l' acte d' acc usation. 

Pendant I'audience， la garantie d'un interprete pour les毛trangersest 

comparativement suffisante. Toutefois， bien que la jurisprudence decide le 

contraire， certains affirment que pour realiser une interpretation equitable， 

I'interprete pendant I'enquete ne doit pas etre le meme que celui de 1・audience.

Dernierement， en ce qui concerne les conditions des detenus 

etrangers， dont le nombre nouvellement accueille en 1993 est 734， les ]aponais 

s'efforcent de completer des conditions materielles dans la prison， par exemple， 

en equipant de douche individuelle， d'un lit， d'un bureau... pour les etrangers 

Quand meme， un Anglais incarcere au ]apon a denonce publiquement la severite 

de la vie de prison japonaise. Pour ce jeune garcon anglais， les regles internes 

semblaient tres lourdes. 

Considerer le droit des etrangers， c'est considerer le droit de I'etre 

humain， aussi bien que les ] aponais. 
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